
令和７年１月定例会  教 育 長 報 告 

 

行        事        表 

１月 ６日(月) 能代商工会議所２０２５年新春のつどい（プラザ都） 

１月 ７日(火) 第２５回能代市芸術文化章授章式、祝賀会（プラザ都） 

１月１４日(火) 

〃     

第２回能代市文化会館運営協議会（能代市中央公民館） 

第２回能代市公民館運営審議会（能代市中央公民館） 

１月１５日(水) 

１月２２日(水) 

能代市総合教育会議（本庁舎 会議室９・１０） 

第１７回Ｂ＆Ｇ全国サミット（東京都中央区） 

１月２４日(金) 教育委員会定例会（本庁舎 会議室９・１０） 

１月２８日(火) 第２回能代市立図書館協議会（二ツ井町庁舎 大会議室） 

〃     令和６年度能代市生涯学習推進協議会（二ツ井町庁舎 大会議室） 

１月２９日(水) 第１回教育長面接：県教育委員会（山本地域振興局） 

１月３０日(木) 能代市青少年問題協議会幹事会（二ツ井町庁舎 大会議室） 

１月３１日(金) 令和６年度能代市子ども館運営協議会（能代市子ども館） 

２月 ３日(月) 市議会全員協議会（本庁舎 議場） 

２月 ５日(水) 校長人事評価面談：各小学校（～２月６日 二ツ井町庁舎 庁議室） 

〃     令和６年度能代市校長会第４回校長研修会（第四小学校） 

２月 ７日(金) 校長人事評価面談：各中学校（二ツ井町庁舎 庁議室） 

２月１２日(水) 第２回教育長面接：県教育委員会（山本地域振興局） 

２月１４日(金) 

２月１７日(月) 

能代市栄光賞授与式（能代市文化会館） 

第３回能代市社会教育委員の会議（二ツ井町庁舎 大会議室） 

〃     教育委員会定例会（二ツ井町庁舎 大会議室） 

  

  

 



 

 

 



 

 

承認第１号 

 

臨時代理の承認について 

 

 能代市教育委員会教育長に対する事務委任等に関する規則（平成１８年能代市教育

委員会規則第５号）第３条第１項の規定により、次のとおり臨時に代理したので、同

条第２項の規定により承認を求める。 

 

 

  令和７年１月２４日提出 

 

能代市教育委員会教育長  高 橋 誠 也 

 

１ 臨時に代理した理由 

  地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）第２９ 

 条の規定により、次の案件について市長からの意見を求められたが、同意すること 

 について、緊急を要し、かつ、教育委員会の会議を開くいとまがなかったので、能

代市教育委員会教育長に対する事務委任等に関する規則（平成１８年能代市教育委

員会規則第５号）第３条第１項の規定により、臨時に代理したものである。 

 

２ 臨時代理の内容 

 自動車事故により発生した損害賠償の額を定め和解することについての市長の専

決処分に同意することについて 

 

３ 臨時代理年月日 

  令和７年１月１５日 

 

４ 意見聴取の内容 

  別紙のとおり 



 

 

 



 

 

専決第２号 

 

専  決  処  分  書 

  

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により、議会にお

いて指定されている損害賠償の額を定め和解することについて、次のとおり専決処分

する。 

 

 

  令和７年１月１５日 

 

                                            能代市長  齊 藤 滋 宣 

 

１ 損害賠償の相手方  能代市二ツ井町飛根字富田２８３番地 

             大 倉 松一郎 

 

２ 損害賠償の額    ３０９，０３９円 

t-yanagiya
テキストボックス
別紙



 

損害賠償の額決定及び和解について 

 

 令和６年１０月２９日に、能代市二ツ井町飛根字堀替地内において発生した事故に係る損害賠償

の額を定め和解することについて、地方自治法第１８０条第１項の規定により市長が専決処分し

た。 

 

 

 

１ 事故の概要 

   公用車が県道能代二ツ井線を走行中、富根橋の手前で一時停止した後に発進したところ、右

折中の対向車両に接触し、当該車両の前面右側を損傷させた。 

 

２ 損害賠償の相手方   能代市二ツ井町飛根字富田２８３番地 

              大 倉 松一郎 

 

３ 損害賠償の額     ３０９，０３９円（過失割合８割） 

 

４ 専決年月日      令和７年１月１５日 

 

 

 なお、損害賠償金は、その全額が全国市有物件災害共済会の共済金で支払われます。 

 

 ※市議会へは２月臨時会で報告します。 

t-yanagiya
テキストボックス
　参考



 

 

承認第２号 

 

臨時代理の承認について 

 

 能代市教育委員会教育長に対する事務委任等に関する規則（平成１８年能代市教育

委員会規則第５号）第３条第１項の規定により、次のとおり臨時に代理したので、同

条第２項の規定により承認を求める。 

 

 

  令和７年１月２４日提出 

 

能代市教育委員会教育長  高 橋 誠 也 

 

１ 臨時に代理した理由 

  能代市教育委員会教育長に対する事務委任等に関する規則（平成１８年能代市教

育委員会規則第５号）第３条第１項の規定により、次の案件について、緊急を要

し、かつ、教育委員会の会議を開くいとまがなかったので、臨時に代理したもので

ある。 

 

２ 臨時代理の内容 

 「公印の押印見直し」及び「申請等の押印見直し」に伴い、関係規則について、

所要の改正をしようとするものである。 

 

３ 臨時代理年月日 

  令和６年１２月２７日 

 

 



 

 

 



能代市教育委員会規則第２号 

 

 能代市公民館の管理運営に関する規則等の一部を改正する規則をここに公布する。 

 

 

  令和６年１２月２７日 

 

能代市教育委員会教育長  高 橋 誠 也 

 

   能代市公民館の管理運営に関する規則等の一部を改正する規則 

（能代市公民館の管理運営に関する規則の一部改正） 

第１条 能代市公民館の管理運営に関する規則（平成１８年能代市教育委員会規則第

２４号）の一部を次のように改正する。 

  様式第３号、様式第４号、様式第６号、様式第８号及び様式第１０号中「印」を

削る。 

（能代市勤労青少年ホームの管理運営に関する規則の一部改正） 

第２条 能代市勤労青少年ホームの管理運営に関する規則（平成１８年能代市教育委

員会規則第２９号）の一部を次のように改正する。 

  様式第５号、様式第７号、様式第９号及び様式第１３号中「印」を削る。 

（能代市働く婦人の家の管理運営に関する規則の一部改正） 

第３条 能代市働く婦人の家の管理運営に関する規則（平成１８年能代市教育委員会

規則第３１号）の一部を次のように改正する。 

  様式第２号、様式第４号、様式第６号及び様式第８号中「印」を削る。 

（能代市農林漁家婦人活動促進施設の管理運営に関する規則の一部改正） 

第４条 能代市農林漁家婦人活動促進施設の管理運営に関する規則（平成１８年能代

市教育委員会規則第３３号）の一部を次のように改正する。 

  様式第２号、様式第４号、様式第６号及び様式第８号中「印」を削る。 

（能代市子ども館の管理運営に関する規則の一部改正） 

第５条 能代市子ども館の管理運営に関する規則（平成１８年能代市教育委員会規則

第３４号）の一部を次のように改正する。 

  様式第４号中「印」を削る。 

（能代市生涯学習施設サン・ウッド能代の管理運営に関する規則の一部改正） 

第６条 能代市生涯学習施設サン・ウッド能代の管理運営に関する規則（平成１８年

能代市教育委員会規則第３６号）の一部を次のように改正する。 

  様式第２号、様式第４号、様式第６号及び様式第８号中「印」を削る。 
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（能代市文化会館の管理運営に関する規則の一部改正） 

第７条 能代市文化会館の管理運営に関する規則（平成１８年能代市教育委員会規則

第３７号）の一部を次のように改正する。 

  様式第２号、様式第４号、様式第６号、様式第８号及び様式第１０号中「印」を

削る。 

（二ツ井伝承ホールの管理運営に関する規則の一部改正） 

第８条 二ツ井伝承ホールの管理運営に関する規則（平成１８年能代市教育委員会規

則第３９号）の一部を次のように改正する。 

  様式第２号、様式第４号、様式第６号及び様式第８号中「印」を削る。 

（能代市文化財資料収蔵庫条例施行規則の一部改正） 

第９条 能代市文化財資料収蔵庫条例施行規則（令和５年能代市教育委員会規則第４

号）の一部を次のように改正する。 

  別記様式中「印」を削る。 

（能代市総合体育館管理規則の一部改正） 

第１０条 能代市総合体育館管理規則（平成１８年能代市教育委員会規則第４３号）

の一部を次のように改正する。 

  様式第２号及び様式第５号中「印」を削る。 

（二ツ井町総合体育館管理規則の一部改正） 

第１１条 二ツ井町総合体育館管理規則（平成１８年能代市教育委員会規則第４４号） 

の一部を次のように改正する。 

  様式第２号、様式第４号及び様式第６号中「印」を削る。 

（能代市土床体育館管理規則の一部改正） 

第１２条 能代市土床体育館管理規則（平成１８年能代市教育委員会規則第４６号）

の一部を次のように改正する。 

  様式第２号及び様式第４号中「印」を削る。 

（荷上場体育館管理規則の一部改正） 

第１３条 荷上場体育館管理規則（平成１８年能代市教育委員会規則第４７号）の一

部を次のように改正する。 

  様式第３号、様式第４号及び様式第６号中「印」を削る。 

（能代市屋外運動施設管理規則の一部改正） 

第１４条 能代市屋外運動施設管理規則（平成１８年能代市教育委員会規則第４８号）

の一部を次のように改正する。 

  様式第２号中「印」を削る。 

様式第５号中「印」を削る。 

様式第７号中「印」を削る。 



（能代球場管理規則の一部改正） 

第１５条 能代球場管理規則（平成１８年能代市教育委員会規則第４９号）の一部を

次のように改正する。 

  様式第２号及び様式第４号中「印」を削る。 

（能代市Ｂ＆Ｇ海洋センター管理規則の一部改正） 

第１６条 能代市Ｂ＆Ｇ海洋センター管理規則（平成１８年能代市教育委員会規則第

５０号）の一部を次のように改正する。 

  様式第２号及び様式第４号中「印」を削る。 

（能代市民プール管理規則の一部改正） 

第１７条 能代市民プール管理規則（平成１８年能代市教育委員会規則第５１号）の

一部を次のように改正する。 

  様式第２号及び様式第４号中「印」を削る。 

（能代市弓道場管理規則の一部改正） 

第１８条 能代市弓道場管理規則（平成１８年能代市教育委員会規則第５２号）の一

部を次のように改正する。 

  様式第２号及び様式第４号中「印」を削る。 

附 則 

この規則は、令和７年１月１日から施行する。 



 

能代市公民館の管理運営に関する規則 新旧対照表 

 

改   正   前 改   正   後 

様式第３号（第４条関係） 

 

様式第４号（第４条関係） 

 

様式第３号（第４条関係） 

 

様式第４号（第４条関係） 
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様式第６号（第５条関係） 

 

様式第８号（第７条関係） 

 

 

 

 

 

様式第６号（第５条関係） 

 

様式第８号（第７条関係） 

 

 

 

 

 

  

  



 

様式第１０号（第８条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式第１０号（第８条関係） 

 

 

 

 

  



 

能代市勤労青少年ホームの管理運営に関する規則 新旧対照表 

 

改   正   前 改   正   後 

様式第５号（第５条関係） 

 

様式第７号（第６条関係） 

 

様式第５号（第５条関係） 

 

様式第７号（第６条関係） 

 

  

  



 

様式第９号（第７条関係） 

 

様式第１３号（第９条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

様式第９号（第７条関係） 

 

様式第１３号（第９条関係） 

 

 

 

 

 

 

  

  



 

能代市働く婦人の家の管理運営に関する規則 新旧対照表 

 

改   正   前 改   正   後 

様式第２号（第４条関係） 

様式第４号（第５条関係） 

 

様式第２号（第４条関係） 

様式第４号（第５条関係） 

 

  

  



 

様式第６号（第６条関係） 

 

様式第８号（第７条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

様式第６号（第６条関係） 

 

様式第８号（第７条関係） 

 

 

 

 

 

 

  

  



 

能代市農林漁家婦人活動促進施設の管理運営に関する規則 新旧対照表 

 

改   正   前 改   正   後 

様式第２号（第３条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

様式第２号（第３条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



 

様式第４号（第４条関係） 

 

様式第６号（第５条関係） 

 

 

 

 

 

様式第４号（第４条関係） 

 

様式第６号（第５条関係） 

 

 

 

 

  

  



 

様式第８号（第６条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式第８号（第６条関係） 

 

 

 

 

 

 

  



 

能代市子ども館の管理運営に関する規則 新旧対照表 

 

改   正   前 改   正   後 

様式第４号（第６条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式第４号（第６条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

能代市生涯学習施設サン・ウッド能代の管理運営に関する規則 新旧対照表 

 

改   正   前 改   正   後 

様式第２号（第４条関係） 

 

様式第４号（第５条関係） 

 

 

 

様式第２号（第４条関係） 

 

様式第４号（第５条関係） 

 

 

 

  

  



 

様式第６号（第７条関係） 

 

様式第８号（第８条関係） 

 

 

 

 

 

 

様式第６号（第７条関係） 

 

様式第８号（第８条関係） 

 

 

  

  



 

能代市文化会館の管理運営に関する規則 新旧対照表 

 

改   正   前 改   正   後 

様式第２号（第７条関係） 

 

様式第４号（第９条関係） 

 

様式第２号（第７条関係） 

 

様式第４号（第９条関係） 

 

  

  



 

様式第６号（第１０条関係） 

 

様式第８号（第１１条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式第６号（第１０条関係） 

 

様式第８号（第１１条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



 

様式第１０号（第１２条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式第１０号（第１２条関係） 

 

 

  



 

二ツ井伝承ホールの管理運営に関する規則 新旧対照表 

 

改   正   前 改   正   後 

様式第２号（第４条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

様式第２号（第４条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



 

様式第４号（第５条関係） 

 

様式第６号（第７条関係） 

 

 

 

 

 

 

様式第４号（第５条関係） 

 

様式第６号（第７条関係） 

 

 

 

 

 

 

  

  



 

様式第８号（第７条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式第８号（第７条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

能代市文化財資料収蔵庫条例施行規則 新旧対照表 

 

改   正   前 改   正   後 

別記様式（第５条・第６条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別記様式（第５条・第６条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

能代市総合体育館管理規則 新旧対照表 

 

改   正   前 改   正   後 

様式第２号（第５条関係） 

 

 

 

 

様式第２号（第５条関係） 

 

 

 

 

  

  



 

様式第５号（第１０条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式第５号（第１０条関係） 

 

 

 

  



 

二ツ井町総合体育館管理規則 新旧対照表 

 

改   正   前 改   正   後 

様式第２号（第５条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

様式第２号（第５条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

様式第４号（第１０条関係） 

 

様式第６号（第１１条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

様式第４号（第１０条関係） 

 

様式第６号（第１１条関係） 

 

 

  

  



 

能代市土床体育館管理規則 新旧対照表 

 

改   正   前 改   正   後 

様式第２号（第５条関係） 

 

 

 

 

 

様式第２号（第５条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

様式第４号（第８条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式第４号（第８条関係） 

 

 

 

  



 

荷上場体育館管理規則 新旧対照表 

 

改   正   前 改   正   後 

様式第３号（第５条関係） 

 

様式第４号（第８条関係） 

 

 

様式第３号（第５条関係） 

 

様式第４号（第８条関係） 

 

 

  

  



 

様式第６号（第９条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式第６号（第９条関係） 

 

 

  



 

能代市屋外運動施設管理規則 新旧対照表 

 

改   正   前 改   正   後 

様式第２号（第４条関係） 

 

様式第５号（第９条関係） 

 

 

様式第２号（第４条関係） 

 

様式第５号（第９条関係） 

 

 

  

  



 

様式第７号（第１０条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式第７号（第１０条関係） 

 

 

  



 

能代球場管理規則 新旧対照表 

 

改   正   前 改   正   後 

様式第２号（第５条関係） 

 

様式第４号（第１０条関係） 

 

 

様式第２号（第５条関係） 

 

様式第４号（第１０条関係） 

 

 

 

  

  



 

能代市Ｂ＆Ｇ海洋センター管理規則 新旧対照表 

 

改   正   前 改   正   後 

様式第２号（第５条関係） 

 

様式第４号（第８条関係） 

 

 

 

 

 

様式第２号（第５条関係） 

 

様式第４号（第８条関係） 

 

 

 

  

  



 

能代市民プール管理規則 新旧対照表 

 

改   正   前 改   正   後 

様式第２号（第５条関係） 

 

様式第４号（第７条関係） 

 

 

 

様式第２号（第５条関係） 

 

様式第４号（第７条関係） 

 

 

 

  

  



 

能代市弓道場管理規則 新旧対照表 

 

改   正   前 改   正   後 

様式第２号（第４条関係） 

 

様式第４号（第７条関係） 

 

 

 

 

様式第２号（第４条関係） 

 

様式第４号（第７条関係） 

 

 

 

  

  



 

 

 



 

 

承認第３号 

 

臨時代理の承認について 

 

 能代市教育委員会教育長に対する事務委任等に関する規則（平成１８年能代市教育

委員会規則第５号）第３条第１項の規定により、次のとおり臨時に代理したので、同

条第２項の規定により承認を求める。 

 

 

  令和７年１月２４日提出 

 

能代市教育委員会教育長  高 橋 誠 也 

 

１ 臨時に代理した理由 

  能代市教育委員会教育長に対する事務委任等に関する規則（平成１８年能代市教

育委員会規則第５号）第３条第１項の規定により、次の案件について、緊急を要

し、かつ、教育委員会の会議を開くいとまがなかったため、臨時に代理したもので

ある。 

 

２ 臨時代理の内容 

 「公印の押印見直し」及び「申請等の押印見直し」に伴い、関係訓令について、

所要の改正をしようとするものである。 

 

３ 臨時代理年月日 

  令和６年１２月２７日 

 

 



 

 

 



能代市教育委員会訓令第３号 

 

                            庁中一般・関係各所 

 

 能代市教育委員会事務局処務規程の一部を改正する訓令を次のように定める。 

 

 

  令和６年１２月２７日 

 

能代市教育委員会教育長  高 橋 誠 也 

 

   能代市教育委員会事務局処務規程の一部を改正する訓令 

 能代市教育委員会事務局処務規程（平成１８年能代市教育委員会訓令第１号）の一 

部を次のように改正する。 

第２９条中「発送文書は」を「発送文書のうち、次に掲げる文書については」に改

め、同条ただし書を削り、同条に次の各号を加える。 

 （１） 法令、条例、規則等により公印を押印する必要がある文書 

 （２） 相手方の権利義務又は法的地位に重大な影響を及ぼす文書 

 （３） 事実証明に関する文書その他特に信用力を付与する必要のある文書 

（４） 前３号に掲げるもののほか、特に公印を押印することが必要であると認め

られる文書 

第３０条中「前条ただし書の規定により公印の押印を省略することができる」を  

「公印の押印を要しない」に改める。 

   附 則 

 この訓令は、令和７年１月１日から施行する。 

 

 

t-yanagiya
テキストボックス
別紙



 

能代市教育委員会事務局処務規程 新旧対照表 

 

改   正   前 改   正   後 

（公印の押印） 

第２９条 浄書済の発送文書          

     は、能代市教育委員会公印規則（平成

１８年能代市教育委員会規則第７号）に規定する

ところにより、公印を押印しなければならない。

ただし、軽易な対外文書及び教育総務課長が別に

定める文書については、公印の押印を省略するこ

とができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（電子メール又はファクシミリによる発送） 

第３０条 前条ただし書の規定により公印の押印

を省略することができる文書については、電子

メール又はファクシミリにより発送することが

できる。 

 

 

（公印の押印） 

第２９条 浄書済の発送文書のうち、次に掲げる文

書については、能代市教育委員会公印規則（平成

１８年能代市教育委員会規則第７号）に規定する

ところにより、公印を押印しなければならない。 

 

 

 

（１） 法令、条例、規則等により公印を押印する

必要がある文書 

（２） 相手方の権利義務又は法的地位に重大な影

響を及ぼす文書 

（３） 事実証明に関する文書その他特に信用力を

付与する必要のある文書 

（４） 前３号に掲げるもののほか、特に公印を押

印することが必要であると認められる文書 

 

（電子メール又はファクシミリによる発送） 

第３０条 公印の押印を要しない        

           文書については、電子

メール又はファクシミリにより発送することが

できる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

t-yanagiya
テキストボックス
　参考



 

 

承認第４号 

 

臨時代理の承認について 

 

 能代市教育委員会教育長に対する事務委任等に関する規則（平成１８年能代市教育

委員会規則第５号）第３条第１項の規定により、次のとおり臨時に代理したので、同

条第２項の規定により承認を求める。 

 

 

  令和７年１月２４日提出 

 

能代市教育委員会教育長  高 橋 誠 也 

 

１ 臨時に代理した理由 

  能代市教育委員会教育長に対する事務委任等に関する規則（平成１８年能代市教

育委員会規則第５号）第３条第１項の規定により、次の案件について、緊急を要

し、かつ、教育委員会の会議を開くいとまがなかったため、臨時に代理したもので

ある。 

 

２ 臨時代理の内容 

 「公印の押印見直し」及び「申請等の押印見直し」に伴い、関係告示について、

所要の改正をしようとするものである。 

 

３ 臨時代理年月日 

  令和６年１２月２７日 

 

 



 

 

 



能代市教育委員会告示第２４号 

 

 能代市立中学校部活動指導員配置要綱及び能代市学習用モバイルルーターの貸与に

関する要綱の一部を改正する告示を次のように定める。 

 

 

令和６年１２月２７日 

 

能代市教育委員会教育長  高 橋 誠 也    

  

能代市立中学校部活動指導員配置要綱及び能代市学習用モバイルルーターの貸

与に関する要綱の一部を改正する告示 

 （能代市立中学校部活動指導員配置要綱の一部改正） 

第１条 能代市立中学校部活動指導員配置要綱（令和２年能代市教育委員会告示第１

６号）の一部を次のように改正する。 

様式第２号中「印」を削る。 

 （能代市学習用モバイルルーターの貸与に関する要綱の一部改正） 

第２条 能代市学習用モバイルルーターの貸与に関する要綱（令和６年能代市教育委

員会告示第８号）の一部を次のように改正する。 

様式第２号、様式第３号及び様式第５号から様式第７号までの規定中「印」を削

る。 

附 則 

この告示は、令和７年１月１日から施行する。 

 

 

t-yanagiya
テキストボックス
別紙



 

能代市立中学校部活動指導員配置要綱 新旧対照表 

 

改   正   前 改   正   後 

様式第２号（第４条関係） 

 

 

様式第２号（第４条関係） 

 

 

 

 

学校名
　校 長　　　　　　　　 様

印

次のとおり配置を決定したので、通知します。

□　部活動指導員を配置する。

１　配置する部活動

２　部活動指導員

３　　配置期間

□　部活動指導員を配置しない。

理由

　　年　　月　　日

年度　部活動指導員配置決定（却下）通知書

部活動名

フリガナ

生年月日
　　年 　月　 日

氏　名 　　　　　　　　　　(　　)

能代市教育委員会

　　　　　　年　　　　月　　　　日　　～　　　　　　　年　　　　月　　　　日

記

（性別） （満　　　歳）

住　所
〒

 

学校名
　校 長　　　　　　　　 様

次のとおり配置を決定したので、通知します。

□　部活動指導員を配置する。

１　配置する部活動

２　部活動指導員

３　　配置期間

□　部活動指導員を配置しない。

理由

　　年　　月　　日

年度　部活動指導員配置決定（却下）通知書

部活動名

フリガナ

生年月日
　　年 　月　 日

氏　名 　　　　　　　　　　(　　)

能代市教育委員会

　　　　　　年　　　　月　　　　日　　～　　　　　　　年　　　　月　　　　日

記

（性別） （満　　　歳）

住　所
〒

 

t-yanagiya
テキストボックス
　参考



 

能代市学習用モバイルルーターの貸与に関する要綱 新旧対照表 

 

改   正   前 改   正   後 

様式第２号（第５条関係） 

 

様式第３号（第５条関係） 

 

様式第２号（第５条関係） 

 

様式第３号（第５条関係） 

 

  

  



 

様式第５号（第６条関係） 

 

様式第６号（第６条関係） 

 

 

 

 

様式第５号（第６条関係） 

 

様式第６号（第６条関係） 

 

 

 

 

  

  



 

様式第７号（第９条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式第７号（第９条関係） 

 

 

 

 

  


